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【事案の概要】   

別紙１（物件目録）記載の土地（以下「本件土地」という。）の共有持分４

分の１を有する原告は、大阪市長から、本件土地及び本件土地上に存在する建

物（以下「本件建物」という。）に係る固定資産税及び都市計画税（以下「固

定資産税等」という。）について、固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示

第１５８号。以下「評価基準」という。）に定める画地を複数認定して評価さ

れた本件土地の価格を前提として、連帯納付義務に基づき、平成２９年度分の

年税額合計を２４万７１００円とする旨の賦課決定（以下「本件２９年度賦課

決定」という。）及び平成３０年度分の年税額合計を２４万６７００円とする

旨の賦課決定（以下「本件３０年度賦課決定」といい、本件２９年度賦課決定

と併せ、「本件各賦課決定」という。）を受けたことから、本件各賦課決定に

係る年税額合計をいずれも納付した。   

本件は、本件各賦課決定に係る年税額合計をいずれも納付した原告が、大阪

市長がした本件各賦課決定には、いずれも固定資産税等を算出するに当たり、

本件土地について認定した画地の一方（一画地）についてこれが不整形地であ

ることに着目した補正をしなければならなかったにもかかわらずこれを怠った

という違法があり、これらにより過大な固定資産税等の納付をさせられ、本件

各賦課決定に従って納付した固定資産税等の年税額合計２年分と適正な年税額

合計との差額のうち、本件土地の原告の共有持分（４分の１）に相当する金額

である合計９５５０円の損害を被るとともに精神的損害を被ったなどと主張し

て、被告に対し、国家賠償法１条１項に基づき、適正な年税額に比して過大に

納付させられた金額として合計９５５０円、慰謝料１０万円及び弁護士費用３

０万円の総額４０万９５５０円のうち３０万９５００円（一部請求）及び遅延

損害金の支払を求める事案である。 

１ 関係法令等 

  本件の関係法令等は、別紙２（関係法令等の定め）のとおりである（な

お、同別紙において用いた略称は、本文においても同様に用いる。）。 

２ 前提事実   

以下の事実は、当事者間に争いがないか、又は証拠（各項に関連する書証

を掲記する。）及び弁論の全趣旨により容易に認定することができるものであ

る。 

（１）原告   

原告は、昭和５０年１２月２５日、同月２３日贈与を原因として、Ａ、Ｂ

（平成８年からはＢ２。以下「Ｂ」という。）及びＣと共に持分各４分の１

の本件土地の所有権移転登記を経由した者であり、同日から現在まで本件土
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地の共有持分４分の１を有している。（あ１） 

（２）本件土地等 

ア 本件土地の位置及び形状等   

本件土地の所在、地番、地目及び地積は、いずれも別紙１（物件目録）記

載のとおりである。本件土地は、平成２７年８月２５日付けで大阪市○○区

××△丁目に所在した地番ａ番の土地（以下「旧ａ番土地」という。地積２

７７．６８平方メートル）を合筆したものであるが、旧ａ番土地を合筆する

以前における本件土地の地積は３３３．８８平方メートルであった（本件土

地のうち旧ａ番土地を除いた部分を「旧ｂ番土地」という。）。旧ａ番土地

は、旧ｂ番土地の南側に位置する。（あ1、い３、弁論の全趣旨）   

本件土地並びに本件土地を構成する旧ｂ番土地及び旧ａ番土地の位置及び

形状は、概要、別紙３のとおりである。なお、本件土地上には、本件建物

（木造の居宅・家屋番号●）が存在する。（あ２の１・２、４） 

イ 本件土地の所有関係等   

本件土地については、上記（１）の所有権移転登記の後、平成１２年１月

５日交換を原因とするＢのＡに対する持分全部移転登記、平成２８年１月５

日売買を原因とするＡのＤに対する持分全部移転登記が、それぞれ経由され

た。（あ１）   

原告、Ｃ及びＤ（以下、これら３名を「原告ほか２名」という。）は、平

成２８年１月から現在まで、本件土地を共有しており、その共有持分は、原

告及びＣが各４分の１、Ｄが２分の１である。（あ１） 

（３）本件各賦課決定 

ア 本件２９年度賦課決定   

大阪市長は，平成２９年４月３日頃、本件土地及び本件建物について、原

告に対し、連帯納付義務に基づき、本件２９年度賦課決定（平成２９年度の

固定資産税の年税額を１７万３８００円及び都市計画税の年税額を７万３３

００円とする賦課決定）をし、同日付け「平成２９年度固定資産税・都市計

画税（土地・家屋）納税通知書」を原告に送付してこれを通知し、所定の納

期に年税額合計２４万７１００円の納付を受けた。（あ２の１、弁論の全趣

旨）   

本件２９年度賦課決定は、本件土地について、旧ｂ番土地及び旧ａ番土地

をそれぞれ一画地と認定した上で、旧ｂ番土地の画地の価格を４４０７万２

０００円、固定資産税相当税額を１１万７０４６円、都市計画税相当税額を

５万０１６２円とし、また、旧ａ番土地の画地の価格を１７２７万３０００

円、固定資産税相当税額を５万１５７８円、都市計画税相当税額を２万２１

０４円とし、本件建物の固定資産税相当税額を５２３６円、都市計画税相当
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税額を１１２２円としたものである。なお、大阪市長は、本件２９年度賦課

決定において旧ａ番土地の画地の価格を決定するに当たり、旧ａ番土地の地

積を２７７．６８平方メートル、その用途地区の区分を普通住宅地区、その

形状を準普通地、その路線価（平方メートル当たり）を９万６０００円と

し、間口狭小補正率０．９０（１０％の評点数控除の意味。以下の補正率も

同様の評点数控除を意味するが、特に注記しない。）及び奥行長大補正率

０．９０を適用するほか、建築制限補正率０．８０を適用した。（あ２の

１、３の１、い３、弁論の全趣旨） 

イ 本件３０年度賦課決定   

大阪市長は、平成３０年４月２日頃、本件土地及び本件建物について、原

告に対し、連帯納付義務に基づき、本件３０年度賦課決定（平成３０年度の

固定資産税の年税額を１７万３５００円及び都市計画税の年税額を７万３２

００円とする賦課決定）をし、同日付け「平成３０年度固定資産税・都市計

画税（土地・家屋）納税通知書」を原告に送付してこれを通知し、所定の納

期に年税額合計２４万６７００円の納付を受けた。（あ２の２、弁論の全趣

旨）   

本件３０年度賦課決定は、本件土地について、旧ｂ番土地及び旧ａ番土地

をそれぞれ一画地と認定した上で、旧ｂ番土地の画地の価格を４３９６万１

０００円、固定資産税相当税額を１１万６７５２円、都市計画税相当税額を

５万００３６円とし、旧ａ番土地の画地の価格を１７２７万３０００円、固

定資産税相当税額を５万１５７８円、都市計画税相当税額を２万２１０４円

とし、本件建物の固定資産税相当税額を５２３６円、都市計画税相当税額を

１１２２円としたものである。なお、大阪市長は、本件３０年度賦課決定に

おいて旧ａ番土地の画地の価格を決定するに当たり、旧ａ番土地の地積を２

７７．６８平方メートル、その用途地区の区分を普通住宅地区、その形状を

準普通地、その路線価（平方メートル当たり）を９万６０００円とし、間口

狭小補正率０．９０及び奥行長大補正率０．９０を適用するほか、建築制限

補正率０．８０を適用した。（あ２の２、３の２、い３、弁論の全趣旨） 

（４）本件各賦課決定の変更等   

大阪市長は、令和元年１０月１６日に行われた本件土地の実地調査の結

果、本件土地を一画地と認定することとし、同月１７日、土地課税台帳に登

録されている本件土地の価格等を修正した。（弁論の全趣旨）   

大阪市長は、上記修正を受けて本件各賦課決定をいずれも変更することと

し、本件土地及び本件建物の固定資産税等について、原告に対し、連帯納付

義務に基づき、〔１〕平成２９年度分の本件土地の固定資産税相当税額を１

８万８６７０円、都市計画税相当税額を８万０８５８円とし、本件建物の固
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定資産税相当税額を５２３６円、都市計画税相当税額を１１２２円とした上

で、固定資産税の年税額を１９万３９００円及び都市計画税の年税額を８万

１９００円として年税額合計を２７万５８００円とし、地方税法１７条の２

第１項に基づいて同額に上記（３）アの納付金額２４万７１００円（乙１の

１の「変更前年税額」欄に記載された額）を充当するとともに、２万８７０

０円（同「差引増減額」欄に記載された額）を賦課して本件２９年度賦課決

定を変更する旨の決定（以下「本件２９年度変更決定」という。）をし、ま

た、〔２〕平成３０年度分の本件土地の固定資産税相当税額を１９万００９

９円、都市計画税相当税額を８万１４７１円とし、本件建物の固定資産税相

当税額を５２３６円、都市計画税相当税額を１１２２円とした上で、固定資

産税の年税額を１９万５３００円及び都市計画税の年税額を８万２５００円

として年税額合計を２７万７８００円とし、同項に基づいて同額に上記

（３）イの納付金額２４万６７００円（い１の２の「変更前年税額」欄に記

載された額）を充当するとともに、３万１１００円（同「差引増減額」欄に

記載された額）を賦課して本件３０年度賦課決定を変更する旨の決定（以

下、本件２９年度変更決定と併せて「本件各変更決定」という。）をし、令

和元年１０月１８日付け各納税通知書兼税額変更通知書を原告に送付して本

件各変更決定を通知し、同年１１月１８日、これらの賦課に係る金額の納付

を受けた。（い１の１・２、弁論の全趣旨）   

なお、原告は、令和元年１１月５日、本件各変更決定を不服として大阪市

長に対して審査請求をし、現在、審査中である。（い７の１・２） 

（５）原告による弁護士への委任契約の締結等    

原告は、令和元年９月３０日、原告訴訟代理人弁護士に本件訴訟の提起等

を委任して、本件訴訟を提起した。本件訴訟に係る訴状は、同年１０月１５

日、被告に送達された。（当裁判所に顕著な事実、弁論の全趣旨） 

【当裁判所の判断】 

１ 争点（１）（大阪市長が、本件各賦課決定において、旧ａ番土地の価格

を決するに当たり、これが不整形地であることに着目した補正をしなかった

ことについて、国家賠償法１条１項の適用上違法があるか否か）について 

（１）判断の枠組み   

国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が

個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を

加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負う旨を規定するも

のであって、公権力の行使に当たる公務員の職務上の行為が同項の適用上違

法と評価されるのは、当該公務員が、当該行為によって損害を受けたと主張

する特定の国民との関係において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くす
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ことなく漫然と当該行為を行ったと認め得るような事情がある場合に限るも

のと解するのが相当である（最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年

１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成元年

（オ）第９３０号同５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６

３頁等参照）。 

（２）認定事実   

前記前提事実（２）、証拠（あ３の１・２、４、７の１・２、い３、９）

及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。  

ア 旧ａ番土地は、用途地区の区分を普通住宅地区とする場所に所在する矩

形の土地であり、大阪市長において、本件２９年度賦課決定の際には、旧ａ

番土地の間口距離は１．８３ｍ、奥行距離は１５．５０ｍとして把握されて

いたが、Ａにより「実測図」（あ４）の存在が指摘されたことを踏まえ、本

件３０年度賦課決定の際には、旧ａ番土地の間口距離は１．７５ｍ、奥行距

離は１９．２０ｍとして把握されていた。 

イ 本件各賦課決定の基準日（平成２９年１月１日及び平成３０年１月１

日。地方税法３５９条参照）において、旧ａ番土地は矩形の形状であり、そ

の土地上には床面積を９３．７５平方メートルとする建物が存在した（本件

建物とは別の建物である。）。 

（３）本件各賦課決定についての検討 

ア 本件２９年度賦課決定について 

（ア）ａ 評価基準は、「不整形地」の価額について、「不整形地の評点算

出法」を適用して補正（不整形地補正）をする旨を定めている（別紙２記載

２（２）イ）。その趣旨は、画地の形状は一般には不整形なものが多いと考

えられるものの、画地の形状が悪いことによって画地の全部が宅地として十

分に利用できないという利用上の制約が生じている場合があるから、このよ

うな制約の有無や程度を当該宅地の価格（評点数）を求めるに当たって考慮

する（減価補正をする）のが相当であるという点にある。   

そうすると、一辺が路線に接する矩形の画地以外の画地は全て「不整形

地」に当たるというわけではなく、ある程度不整形な画地であっても家屋の

建築等が通常の状態において行い得るものは評価基準上補正を要する「不整

形地」に当たらないと解するのが相当である（固定資産税務研究会編『固定

資産評価基準解説（土地篇）』〔い２〕が、「準普通地」を「一辺の一部が

路線に接する矩形の画地又はこれに準ずる画地」とした上で、「不整形地」

とは、「原則として普通地、準普通地、正台形地、正Ｌ字形地及び路線とな

す角が大きい平行四辺形地等を除いたもので、路線に一辺又は数辺が接する

多辺整形の画地である。」とし、「準普通地」が「不整形地」に含まれない
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ことを明らかにしているのも、これと同趣旨をいうものと解される。）。           

なお、実施要領の別紙２記載３（２）の記載は平成２７年度分にはなかっ

たものとうかがわれるが、実施要領は、評価基準に基づく固定資産の評価の

細部の取扱方法を定めたものにすぎず、評価基準の適用・解釈に影響を及ぼ

すものではなく、上記の趣旨を確認的に記載したものであって、少なくとも

評価基準上異なる扱いを定めたものとは解されない。 

そして、前記前提事実（２）ア、イ、上記認定事実ア、イによれば、本件

２９年度賦課決定の基準日（平成２９年１月１日）において、旧ａ番土地

は、地積が２７７．６８平方メートル、形状が矩形であって、土地上に建物

が存在していたというのである。そうすると、大阪市長が、旧ａ番土地につ

いて、家屋の建築等が通常の状態において行い得るものであるなどとして、

旧ａ番土地が「不整形地」であると認めなかったことに関し、原告との関係

において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為

を行ったと認め得るような事情は認められない。 

ｂ この点に関し、大阪市長は、本件２９年度賦課決定において旧ａ番土地

の奥行距離が１５．５０ｍであることを前提としていたが、本件３０年度賦

課決定においては旧ａ番土地の奥行距離が１９．２０ｍであることを前提と

していたことに照らすと、本件２９年度賦課決定において前提とされた旧ａ

番土地の奥行距離及び形状が、実態と一定程度相違していた可能性は否定で

きないところである。   

しかしながら、旧ａ番土地上に建物が存在し、旧ａ番土地の形状が矩形で

あることはＡと被告との間で争われた訴訟（大阪地方裁判所平成２５年（行

ウ）第２９号固定資産評価審査棄却決定取消請求事件、その控訴審である大

阪高等裁判所平成２５年（行コ）第１５５号固定資産評価審査棄却決定取消

請求控訴事件）においても認定されていたこと（控訴審判決が平成２６年１

月３０日に言い渡されており、同判決はその頃に確定したものと解される。

い３、４、弁論の全趣旨）に照らせば、上記の相違の程度は、家屋の建築等

が通常の状態において行い得るか否かという点に影響を及ぼすものであった

とはいえず、旧ａ番土地が「不整形地」であるか否かの判断を左右するもの

ではない（さらに、原告は旧ａ番土地の実測面積が２８３．４０平方メート

ルであると主張するが、この点を考慮したとしても、同様に上記判断が左右

されるものではない。）。   

したがって、旧ａ番土地が「不整形地」であると認めることはできないか

ら、本件２９年度賦課決定において旧ａ番土地が「不整形地」であることを

理由とする補正をする必要があったとはいえない。 

（イ）また、前記前提事実（３）ア、上記認定事実アによれば、大阪市長
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は、本件２９年度賦課決定において、旧ａ番土地を１つの画地（一画地）と

してその価格（評点数）を求めるに当たり、旧ａ番土地が普通住宅地区の用

途地区区分に属することから、その奥行距離１５．５０ｍを評価基準の奥行

価格補正率表（附表１）に当てはめて奥行価格補正率１．００を、その間口

距離１．８３ｍを評価基準の間口狭小補正率表（附表５）に当てはめて間口

狭小補正率０．９０を、さらに、その奥行距離をその間口距離で除して得ら

れた数値（８．４６９９）を評価基準の奥行長大補正率表（附表６）に当て

はめて奥行長大補正率０．９０を導いて適用していることが認められる（別

紙２記載２（２）ア、イ（イ））。これらのうち旧ａ番土地の奥行距離及び

間口距離については、本件３０年度賦課決定において前提とされた奥行距離

及び間口距離と異なるから、本件２９年度賦課決定において前提とされた旧

ａ番土地の奥行距離及び間口距離が実態と一定程度相違していた可能性があ

る。 

しかしながら、仮に本件３０年度賦課決定において前提とされた旧ａ番土

地の奥行距離１９．２０ｍ及び間口距離１．７５ｍによったとしても、旧ａ

番土地に適用すべき奥行価格補正率１．００、間口狭小補正率０．９０及び

奥行長大補正率０．９０（奥行距離１９．２０ｍをその間口距離１．７５ｍ

で除して得られた数値は１０．９７１４となる。）となるから、適用される

補正率が異なるものではない。   

そして、大阪市長は、本件２９年度賦課決定において、旧ａ番土地につい

て、評価基準に定める競合補正の処理（別紙２記載２（２）イ（ア）ａ）に

従い、間口狭小補正率０．９０、奥行長大補正率０．９０、建築制限補正率

０．８０を適用しているところ、この点に、原告との関係において、職務上

通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったと認め得

るような事情は認められない。 

（ウ）上記（ア）、（イ）によれば、本件２９年度賦課決定において、大阪

市長が、旧ａ番土地の価格を評価するに当たり、「不整形地」であることに着

目した補正及び奥行価格補正を適用しなかったこと、大阪市長が、原告との関

係において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為

を行ったと認め得るような事情は認められない。   

したがって、大阪市長がした本件２９年度賦課決定に国家賠償法１条１項

の適用上違法があるとはいえない。 

イ 本件３０年度賦課決定について 

（ア）前記前提事実（２）イ、上記認定事実ア、イによれば、本件３０年度

賦課決定の基準日（平成３０年１月１日）において、旧ａ番土地は、地積が

２７７．６８平方メートル、奥行距離が１９．２０ｍ、形状が矩形であっ
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て、土地上に建物が存在していたというのである。そうすると、大阪市長

が、旧ａ番土地について、家屋の建築等が通常の状態において行い得るもの

であるなどとして、旧ａ番土地が「不整形地」であると認めなかったことに

関し、原告との関係において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこと

なく漫然と当該行為を行ったと認め得るような事情は認められない。 

（イ）また、前記前提事実（３）イ、上記認定事実アによれば、大阪市長は、

本件３０年度賦課決定において、旧ａ番土地を１つの画地（一画地）としてそ

の価格（評点数）を求めるに当たり、旧ａ番土地が普通住宅地区の用途地区区

分に属することから、その奥行距離１９．２０ｍ及び間口距離１．７５ｍを前

提として、旧ａ番土地に適用すべき奥行価格補正率１．００、間口狭小補正率

０．９０、奥行長大補正率０．９０（奥行距離１９．２０ｍをその間口距離

１．７５ｍで除して得られた数値は１０．９７１４となる。）を導いてこれら

を適用しているのであって、これらが評価基準に定める各補正率及び競合補正

の処理（別紙２記載２（２）イ（ア）ａ）に従ったものということができ、こ

の点に、原告との関係において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこと

なく漫然と当該行為を行ったと認め得るような事情は認められない。このこと

は、上記アにおいて説示したところと同様である。 

（ウ）上記（ア）、（イ）によれば、本件３０年度賦課決定において、大阪市

長が、旧ａ番土地の価格を評価するに当たり、「不整形地」であることに着目

した補正及び奥行価格補正を適用していなかったことその他評価（評点計算）

の過程に、大阪市長が、原告との関係において、職務上通常尽くすべき注意義

務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったと認め得るような事情は認められ

ない。   

したがって、大阪市長がした本件３０年度賦課決定に国家賠償法１条１項の

適用上違法があるとはいえない。 

（４）原告の主張について   

以上に対し、原告は、前記第２の４（１）（原告の主張）のとおり、旧ａ

番土地に奥行価格補正割合法を適用するに当たり、旧ａ番土地の蔭地割合を

算出すると、評価基準の不整形地補正率表（附表４）において補正の対象と

される数値（１６％）が導かれるから、旧ａ番土地が「不整形地」に分類さ

れるとした上で、評価基準（別紙２記載２（２）イ（ア）ｂ（ｂ）、ｃ参

照）によれば、不整形地の地積をその間口距離で除して得ることができる計

算上の奥行距離を基礎として奥行価格補正率を適用すべきであるとし、旧ａ

番土地の地積２７７．６８平方メートルを間口距離１．８３ｍで除して計算

上の奥行距離１５１．７ｍを導き、これを前提として奥行価格補正率０．８

０を適用すべきであったのであり、このような「不整形地」であることに着
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目した補正をしないで旧ａ番土地の価格を決めている点で、大阪市長がした

本件各賦課決定にはいずれも国家賠償法１条１項の適用上違法があると主張

する。   

しかしながら、旧ａ番土地を評価基準に定める「不整形地」であると認め

ることができないことは、既に上記（３）において説示したとおりである。        

また、この点を措くとしても、原告の主張は、評価基準の不整形地補正率

表（附表４）に記載された補正率及び当該補正率を導くために必要となる蔭

地割合の数値に基づいて「不整形地」であるか否かを区別しようとするもの

であるが、同表（附表４）は、「不整形地」とされた場合に評点数（価格）

を算出する方法を示したものであるから（別紙２記載２（２）イ（ア）ａ参

照）、原告の当該主張は評価基準を正解しないものといわざるを得ない。原

告の主張は、旧ａ番土地が「不整形地」であることを前提として、評価基準

（別紙２記載２（２）イ（ア）ｂ（ｂ））に従い、計算上の奥行距離を基礎

とする奥行価格補正率を適用しようとするものであるが、評価基準は、「不

整形地」について評点数を求める方法について、「画地の不整形の程度、位

置及び地積の大小に応じ」て分類し、近似する整形地が想定される「不整形

地」は近似する整形地について評点数を求める旨を明らかにしている（別紙

２記載２（２）イ（ア）ｂ（ｃ））から、仮に旧ａ番土地が「不整形地」で

あるとしても、これが奥行距離を１９．２ｍとする矩形の形状をした地積２

７７．６８平方メートルの土地であることに照らせば、これに近似する整形

地を観念することは容易であるということができるから、旧ａ番土地につい

てもこれに近似する整形地について評点数を求めることが相当であるという

べきであって、この点においても原告の主張に理由がないことは明らかであ

る。   

そうすると、旧ａ番土地が「不整形地」であることを前提として計算上の

奥行距離を基礎とする奥行価格補正率を適用しようとする原告の主張は、採

用することができない。 

（５）小括   

したがって、大阪市長が、本件各賦課決定において、旧ａ番土地の当該年

度価格を決するに当たり、これが「不整形地」であることに着目した補正を

しなかったことについて、国家賠償法１条１項の適用上違法があるとはいえ

ない。 

２ まとめ   

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の本件請求

は理由がないことになる。   

なお、原告は、口頭弁論終結後である令和２年１０月１２日、「弁論再開
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の申立書」と題する書面を提出して口頭弁論の再開を求めるとともに，同月

１４日付け準備書面（６）において、概要、原告が本件各変更決定を不服と

してした審査請求（前記前提事実（４）参照）において、同月１日付けで本

件各変更決定をいずれも取り消すべきとする旨の答申が大阪府行政不服審査

会によってされているから、本件各変更決定によって本件各賦課決定の効力

が失われているとする被告の主張はその前提を失っているなどと主張する

が、上記１に認定説示したところに照らせば、原告の当該主張を考慮したと

しても本件各賦課決定に国家賠償法上の注意義務違反を認めることができな

いことは明らかであって（なお、原告は、本件各賦課決定には違法があり、

原告ほか２名が違法な本件各賦課決定に従って固定資産税等を納付させられ

た事実は、本件各賦課決定が本件各変更決定により法的効力を失っていると

しても変わるものではない旨主張しているところである。）、本件において

口頭弁論を再開する必要性があるとはいえないから、口頭弁論を再開するこ

とはしない。 

３ 結論   

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の本件請求は理由

がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。  

（裁判長裁判官 山地修 裁判官 新宮智之 渡邊直樹） 


